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今季初、島根県で死亡野鳥から高病原性
鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)検出！

【事例①】
・島根県松江市で5日に回収された死亡コブハクチョウ1羽に
ついて、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)検出。

・5日に回収地点周辺10km圏内を野鳥監視重点区域(※)に指定。

【事例②】
・島根県松江市で7日に回収されたキンクロハジロ1羽について、
簡易検査でA型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応。
現在、確定検査実施中。

・7日に回収地点周辺10km圏内を野鳥監視重点区域(※)に指定。

※野鳥監視重点区域…野鳥の監視を強化し、死亡野鳥等を回収
する基準を引き上げて検査する区域。

以下の内容は必ず実施してください！

・防鳥ネットの破れ、鶏舎壁の破損部位の修繕。
・鶏舎周囲の草刈り、石灰散布。
・毎日の死亡羽数を正確に記録すること。
※通常の2倍以上の死亡羽数→家保へ連絡


